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《福祉企画課》

１ 社会福祉一般について

高齢者、障がい者等、すべての人が住み慣れた地域で心豊かに生き生きとした生活ができる地域社会

を築くため、広く地域住民の参加を求め、地域の福祉推進のため諸事業を展開する。

（１）日本赤十字社活動【根拠法令：日本赤十字社法】

日本赤十字社鳥取県支部中部地区の事務局として、分区事務担当者会議の開催及び罹災
り さ い

者に対す

る見舞品の贈呈を行う。

ア 分区事務担当者会議

年１回開催し、次年度の社資の決定等を行う。

イ 小災害罹災者に対する見舞品の贈呈

災害救助法の適用基準に達しない災害が発生した場合、小災害罹災者に対して見舞品を贈呈し

激励する。

○平成２４年度贈呈世帯数：１世帯

（２）ハートフル駐車場利用証制度

①障がいのある方、②高齢者等で歩行が困難な方、③けが人、④妊産婦の方等、一時的に歩行が困

難な方に対して、県が利用証を発行し、県と協定を結んだ施設の身体障がい者等用駐車場を「ハート

フル駐車場」として、「利用証」を掲示した車のみがこの専用スペースに駐車できるようにする。

○平成２４年度利用証発行数：３３４件（中部管内発行件数（平成２５年３月末現在））

（３）社会福祉施設等の指導監査

社会福祉サービスの利用者の利益を保護し、社会福祉事業の適正な事業運営及び施設運営を図るた

め、施設の設備規模、福祉サービスの提供方法、利用者等からの苦情への対応、その他施設運営を行

うに当たって必要とされる最低の基準を確保することを目的とし、本庁各課及び局内関係各係と連携

して社会福祉施設等の指導監査を行う。

ア 児童福祉施設行政指導監査【根拠法令：児童福祉法】

〔実地監査実施割合〕 〔管内の対象施設数〕

・管内の各私立保育所（園）：２年に１回 保育所（園）市部：１５ 郡部：５
(公設民営を含む｡)

・管内の各公立保育所（園）：３年に１回 保育所（園） 市部：１１ 郡部：２２

・管内の各私立児童館 ：２年に１回 児 童 館 市部： ３ 郡部： ０

・管内の各公立児童館 ：３年に１回 児 童 館 市部： ７ 郡部： ６

・児童福祉実施機関（市町）：１年に１回 児童福祉実施機関 ： ５

・管内の母子生活支援施設 ：１年に１回 母子生活支援施設 市部： ２

（実地監査を行わないときは書面監査を行う。）

イ 児童福祉行政立入調査【根拠法令：児童福祉法】

・管内の届出保育施設 ：１年に１回 認可外保育施設 市部： ５（うち１休止中）

ウ 障害児入所施設等指導監査【根拠法令：児童福祉法】

〔実地監査実施割合〕２年に１回（実地監査を行わないときは書面監査を行う。）

〔管内の対象施設数〕８

エ 指定障害福祉サービス事業者実地指導【根拠法令：障害者総合支援法】

〔実地指導実施割合〕３年に１回

〔集団指導実施割合〕２年に１回

〔管内の対象事業者数〕指定障害福祉サービス事業者：１２０

指定一般相談支援事業者：３
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オ 障害者支援施設【根拠法令：障害者総合支援法】

〔実地監査実施割合〕２年に１回

〔管内の対象施設数〕８

＜平成２５年度重点事項＞

・ 指導方針

１虐待防止に係る体制整備について

２防火・防災対策について

３介護給付費等の適正な請求について

・ 指導項目

１虐待防止のための措置内容の確認

２防火・防災計画の策定及び利用者等への周知状況

３報酬改定による新規加算等の要件の理解

４事業規模に応じた適切な人員配置体制

（４）介護保険について【根拠法令：介護保険法】

ア 市町への支援

区 分 支援内容及び方法等 時期

保険者である市町への助言、

支援の実施

介護保険制度の円滑な運営を図るため、市町に対

し必要な助言・支援を行う。
随時

市町介護保険事業計画に

係る推進組織への参画

市町からの求めに応じ、介護保険事業計画の推進

委員会等へ参画し、計画策定及び推進に関する支援

を行う。

随時

地域包括支援センター支援
市町からの求めに応じ、地域包括支援センター運

営協議会へ参画し、運営に関する支援を行う。
随時

イ 介護サービス事業者の指定及び監査の実施等

① 概 要

介護サービスを提供しようとする事業者の指定、６年ごとの指定更新事業者の決定及び変

更届の受理等の事務処理を行うとともに、事業者に対して必要な助言・指導を行う。

また、介護サービス事業者の適正な運営及び高齢者の尊厳ある生活支援の実現に向けた介

護サービスの質の確保・向上を図るとともに、適正な介護給付を確保するため、保険者であ

る市町と連携して介護サービス事業者への指導・監査を実施する。

＜平成２４年度実績＞

○介護給付費適正化計画に基づくもの

実地指導 ８１施設

集団指導（訪問介護、居宅支援）６８施設

営利法人に対する書面監査 ４４施設

○その他

実地検査による監査 ０施設

＜平成２５年度重点事項＞

○介護給付費適正化計画における監査の実施

みなし事業所を除くすべての事業者に対して少なくとも３年に一回は、実地指導を実施する。
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○実施予定事業所数

実地指導 ８４施設

集団指導（通所介護・居宅支援）８７施設

② 介護サービス事業者の指定状況

（平成２５年３月３１日現在）

ウ 鳥取県介護保険審査会

① 概 要

市町が行った要介護認定に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行うため、第三者

機関として鳥取県介護保険審査会（中部合議体）を当局内に設置している。

② 不服申立の手続き

要介護認定に不服があるときは、申請書により当局へ審査請求の申立を行う。

なお、保険料滞納に関する処分など要介護認定に関するもの以外の不服申立については、県

本庁に設置されている介護保険審査会で処理する。

③ 審査請求状況（平成２４年度）

○受理件数：０件

○処理件数：０件

エ 介護職員処遇改善加算の届出受理

① 概 要

介護職員の処遇改善を推進するため、平成 23 年度まで実施していた「介護補職員処遇改

善交付金」の相当分を介護報酬に円滑に移行するために例外的な取扱いとして制度が創設

(平成 27 年 3 月 31 日まで)

② 届出件数

○平成２５年度：４４件（介護保険）、 ２５件（障がい福祉サービス）

居宅サービス事業所・介護保険施設 件数 介護予防サービス事業所 件数

訪問介護 ３１ 予防訪問介護 ３１

訪問入浴介護 ３ 予防訪問入浴介護 ２

訪問看護 ７ 予防訪問看護 ７

訪問リハビリテーション １ 予防訪問リハビリテーション １

通所介護 ４５ 予防通所介護 ４６

通所リハビリテーション ３ 予防通所リハビリテーション ０

短期入所生活介護（ショートスティ） ８ 予防短期入所生活介護（ショートスティ） ８

短期入所療養介護（ショートスティ） ０ 予防短期入所療養介護（ショートスティ） ０

特定施設入居者生活介護 ２ 予防特定施設入居者生活介護 ２

福祉用具貸与 ９ 予防福祉用具貸与 ８

特定福祉用具販売 ７ 予防特定福祉用具販売 ７

居宅介護支援 ４２ 小計（介護予防サービス事業所） １１２

計（居宅サービス事業所） １５８

介護老人福祉施設 ６

介護老人保健施設 ９

介護療養型医療施設 １

小計（介護保険施設） １６ 合 計 ２８６

注）介護保険法のみなし規定による事業所は除く。
１６
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（５）民生委員・（主任）児童委員【根拠法令：民生委員法】

ア 民生委員・(主任)児童委員の定数 (平成 22年 12 月 1日～)（人）

区 分 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 琴浦町 北栄町
東伯郡

計

民生委員

児童委員
136 33 46 62 42 183

主任児童委員 26 2 3 3 3 11

※平成２２年１２月に湯梨浜町民生委員児童委員定数が２人増加。

イ 中部民生児童委員協議会と連携し、委員のための研修会を実施するとともに本庁福祉保健課及び

各町民生児童委員協議会、県民生児童委員協議会との連絡調整等を行うことにより、民生児童委員

活動の推進を図る。

① 研修会

ⅰ 全員研修会

管内の民生委員・児童委員の資質向上を図るため、全員を対象として年１回開催する。

ⅱ 会長・副会長・主任児童委員情報交換会

相互理解と連携、協働に基づく地域の児童福祉への組織的取組を推進することを目的とし

て、管内の各町民生児童委員協議会長と主任児童委員との情報交換会を開催する。

② 町民生児童委員協議会の活動状況の把握

管内の各町民生児童委員協議会の活動状況及び活動に当たっての問題の把握に努めるた

め、会長、事務担当者との連絡会議等を開催する。

③ 民生委員児童委員活動の広報

地域住民に民生児童委員活動を周知し活動を支援するため、各町及び各町民生児童委員協

議会と連携して取り組む。

ウ 一斉改選（平成２５年１２月１日に実施）

３年に一度の一斉改選が今年度行われる予定。倉吉市及び東伯郡で１３１人（民生児童１１５人

主任児童 １６人）の新任民生委員児童委員が委嘱される予定。

（６）高齢者福祉について

ア 老人ホーム入所調整委員会

中部福祉事務所に老人ホーム入所調整委員会を設置し、市町が行う養護老人ホームへの入所措

置の適正な実施に対する指導、助言を行う。

イ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

中部圏域には特別養護老人ホームが６施設、養護老人ホームが２施設、軽費老人ホームが９施

設ある。当福祉保健局では、施設の適正な運営が確保されているか確認するための監査指導を実

施している。
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２ 統計調査について

国の委託による社会福祉及び保健の各種統計調査等を実施し、管内の社会福祉及び保健行政推進の基

礎資料とする。

調査名 実施予定時期 調査内容等

人口動態統計調査 毎月
出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の人口動態状態を

把握する。

地域保健・健康増進事業報告 ４～５月頃
管内における地域住民の健康の保持及び増進を目

的とした保健施策の展開等を把握する。

国民生活基礎調査

（世帯票・健康票・介護票） ６月頃

（所得票・貯蓄票） ７月頃

保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的

な事項について、世帯面から総合的に明らかにする。

（３年に１回大規模調査を今年度実施。）

第１４回出生動向基本調査

（５年に１回。）
（６月）

結婚と出産に関する実情、背景及び意識を調査・

計測し、関連諸施策、人口動向把握に必要な基礎資

料を得る。前回調査は平成２２年度に実施。

社会保障制度企画調査

（３年に２回。）
（７月）

社会保障制度及び租税による所得配分の実態を

所得階層別に明らかにする。（調査地区は県内３地

区の予定であり、地区の指定は国が行う。）。前回

調査は平成２１年度に実施。


